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町営住宅入居者募集案内 

（抽選方式） 
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募集住宅 

幸ノ浦団地改良住宅  １戸 （詳細は１ページ参照） 

 

 

※町営住宅の申込みをされる場合、申込資格や収入基準が 

ありますので、この案内をよく読んでお申込みください。 

 

 

 

     鞍手町役場 管財課 契約管財係 
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① 申込み期間及び募集住宅  

【申込期間】 

 

令和 7年 11月 4日( 火 )～令和 7年 11月 28日( 金 ) 

午前 8時 30分から午後 5時 15分まで（土・日・祝日は除く) 

 

 

【募集住宅】 

団地名 号数 所在地 建設年度 構造 間取り 浴室設備 

幸ノ浦団地 ５３ 鞍手町大字八尋 1529番地 1 H１６ 平屋建 3DK 給湯ﾎﾞｲﾗｰ 

 

 

 

幸ノ浦団地 家賃 ・・・ 月額  26,500円 

                                      

 

  

 

 

 

 

 

 

【お問い合わせ先】                  

鞍手町役場 管財課契約管財係 

〒807-1392  

所 在 地  鞍手郡鞍手町大字小牧 2080番地 2 

電    話   0949-42-2814 

 

※家賃については、見直しすることもあります。 

 

※敷金・・・・家賃の 3 ヶ月分（入居前に納付すること） 

 

※浄化槽使用料が毎月別途必要になります。 
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②申込みから入居までの順序 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 抽選会の日程につきましては、申込者の状況によって変更することがあります。 

 

 

 

※所定の申込書で申し込んでください。 

申込書は、鞍手町役場 管財課 契約管財係にて配布しま

す。（鞍手町ホームページでもダウンロードできます。） 

申込みができる件数は、１世帯につき１件のみです。 

なお、申込む場合は、締切日を過ぎると無効になります。 

申込書によって入居資格の審査（収入、同居親族な

どの入居基準等々）を行い、入居資格がない場合及

び書類不備の場合はこの時点で失格になります。 

指定した日時までに必要な書類を持ってこら

れない場合は、入居辞退されたとみなし、失格と

します。 

申込みの受付（記入内容の確認） 

入居審議委員会審査 

（令和７年 12月中旬） 

抽選会（12月下旬） ※ 

入居決定通知送付 

入居手続きの書類作成 

申 込 み 

失 格 

失 格 

※抽選会の日時及び会場 

入居資格審査結果により、入居資格のある方に後日お知ら

せします。 
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③入居申込資格 

改良住宅は、住環境整備を目的として建設された住宅です。 

一般公募いたしますが、次の(1)～(9)までの条件を満たしていなければ、申込むことはできません。なお、申

込み時の年齢は『令和 7年 11月 4日』を基準日とします。 

申込者の居住地につきましては、町内・町外在住を問わず、どなたでも申込できますが、 

応募多数の場合は、町内在住の方を優先させていただきます。 

※町内在住の方の応募が複数ある場合、または町外在住の方のみで応募が複数ある場合は、 

 抽選にて決定いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 申込者は成年者（18歳以上の人、若しくは 18歳未満の既婚者）であり、同居しようとする親族が 

いる方 

（2） 収入基準を満たす方 

同居しようとする家族全員（婚約者を含む）の収入を含め、諸控除後の月間所得額（以下、「月収

額」とします）が次の金額であることが必要です。 【1世帯で 2人以上の収入がある場合は、各所得金

額を合算して下さい。】 

【収入基準】  

月収額 158,000円以下であること  

月収額は（ 世帯全員の年間所得金額 － 諸控除等 ）÷ 12 で算出した額です。 

（⑥月間所得額の計算方法を参照してください） 

※高齢者・障害者世帯等の特例は設けていません。 

（3） 現在住宅に困っている方 

原則として持家の方及び公営住宅等（県営・市町村営・雇用促進・公団等）の入居者の方は、申込

みできません。 ただし、障害者手帳をお持ちで住替え希望の方は、公営住宅に入居中の方でも申込

みできる場合もあります。 

詳しくは、入居申込み時にお問い合わせください。 

● 夫婦の別居、父母の別居等、不自然に世帯を分離した申し込みや、他に扶養すべき人のいる親

族との同居など、特に同居する理由のない親族との申込みはできません。 

● 婚約中の方が申込まれる場合は、原則として抽選会までに婚姻を証明する戸籍謄本か婚姻受理

証明書が提出されないときは失格となります。 

● 内縁関係にある方（住民票で確認できる場合のみ）も申込みできます。この場合、住民票の続柄

に「未届の夫」または「未届の妻」と記載する届出を入居資格審査までに完了している方に限りま

す。 

● 単身での申込みについては 7ページを参照してください。 
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  3 ヶ月以上家賃を滞納された時は、明渡しをして頂くことになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（4） 過去において公共賃貸住宅に入居していた方については、不正な使用などをしたことが 

ないこと。（無断退去、家賃滞納、転貸など） 

（5） 共同生活を円満にすることができる方 

●共同住宅で安全・安心な生活をして頂くため、地域の行事に、積極的に参加・協力することが出

来る方。 

●外灯などの電気代は、入居者全員で負担して頂きます。 

●ペットの飼育・騒音・不法駐車等で他人に迷惑をかけてはいけません。そのため法令・条例・入

居条項等で制限があります。 

（6） 家賃の 3 ｹ月分の敷金が払える方 

（8） 申込者又は同居親族が暴力団員（以下、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」 

第 2条第 6号に規定する暴力団員をいう。）でないこと。 

※ 入居者資格については、警察本部に照会させて頂きます。 

改良住宅入居者の生活の安全と平穏を確保するため、申込者や同居者が暴力団員である場合

には入居できません。 

（9） 入居に際しては、緊急連絡先の方を立てていただきます。 

緊急連絡先になっていただく方は、同居しようとする親族以外で、鞍手町及び入居予定者と常に

連絡がとれる状況にあり、かつ、原則として福岡県内に居住する成人の方です。 

 入居者の安否確認など、緊急時の対応等をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

（7） 家賃を滞納しない方 
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④申込みにあたって 

 

申込みの無効・失格 

 

次のような場合は、申込みを無効とします。 

また、受付けた後、当選しても失格となります。 

 

(1) 入居申込書等に不正な記載があったとき。 

(2) 申込資格がないとき。（ ③入居申込資格を参照してください。 ） 

(3) 家族を不自然に分割又は合併した申込みがあったとき。 

(4) 重複申込みをしたとき。 

(5) 入居抽選会に欠席されたとき。（ 出席できない時には委任状を提出して下さい。 ） 

(6) 入居申込書の提出時に不足している書類（不備書類）を、指定期限までに提出されないとき。 

所得証明書、婚姻受理証明書など 

(7) 税未申告などにより、収入の基準判断ができない場合は、失格となります。 

 

 

 

 

ご注意 

 

(1) 入居申込書の住所は、郵便が確実に届く住所を記入してください。あて先不明等で返送されても、郵送した 

ものとみなします。 

(2) 入居申込書に記載した方全員が、入居可能日から 10日以内に入居することが必要です。 

(3) 原則として、婚約者との申込みの場合は、抽選会までに「婚姻届の受理証明書」など既に婚姻していること

を証明する書類の提出が必要です。 

(4) 入居申込み後、同居親族の変更（出生、死亡の場合を除く）は認めません。 

婚約者が変わった場合も同じです。当選しても入居できません。 

また、入居の時に単身となった場合も、入居できません。 

(5) 原則として改良住宅に入居しようとする者の中に、家屋の所有者がいないこと。 
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⑤申込み方法 

 

1.申込み  

次の書類を鞍手町役場管財課契約管財係へ提出してください。 

① 入居申込書  

② 入居者全員の住民票 ※ 

③ 入居者全員の所得証明書（直近１年分） ※ 

④ 同意書（入居者全員分の署名が必要です。） 

 

  ※町内在住の方は、④「同意書」に個人番号を記載の場合は、②③が省略できます。 

  ただし、令和 7年 1月 1日現在の住所が町外の方は、③所得証明書の省略はできません。 

  ※町外在住の方は、①～③の書類を提出してください。 

【注意事項】 

(1) 申込みは、１世帯につき１件のみ申込むことができます。 

申込者名を変えて複数申込まれると、全部の申込みが無効となります。 

(2) 申込書の「住所」「氏名」欄は、確実に郵便が届くよう詳細に記入してください。 

また、自宅電話番号等も必ず連絡がとれる番号を記入してください。 

(3) 申込書は、記入誤りのないようにご注意ください。記入内容に不備がありますと無効になる場合があり 

ます。 

(4) 申込書の「年齢」欄は、令和 7年 11月 4日現在の年齢を記入してください。 

(5) 収入基準は、同居しようとする家族（婚約者も含む）の収入を含め月収額 158,000円以下です。 

  月収額（158,000円以下）＝（世帯全員の年間所得金額－諸控除額等）÷12 で算出 

（⑥月間所得額の計算方法を参照してください） 

(6) 添付書類について、町の方から必要な書類の提出を求める場合があります。 

 

2.抽選  

以下の場合は、抽選にて決定いたします。 

 ・町内在住の方の応募が複数あった場合 

 ・町外在住の方のみで応募が複数あった場合 

 

町が指定した場所で抽選を行いますが、抽選場所は後日お知らせいたします。 

抽選会に参加されなかった方は失格となります。 

仕事等の都合で抽選会に参加できない方は、町様式の委任状を提出してください。 
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3.住宅決定  

入居決定通知書を受領後、敷金を納付して頂いたのち、入居可能日から 10日以内に入居して頂きます。 

この日までに入居されないときは、入居の意思がないものとみなし当選を取消しいたします。また、入居補欠

者として選ばれた方は、当選者が入居辞退等された時に補欠順位の早い方から、順に繰り上げ当選の連絡を

させていただきます。 

ただし、繰り上げ当選は１年間とし、申込み時に希望した団地の空家が生じた場合のみです。 

【単身での申込みについて】 

次の条件に該当する方は、単身の申込みができます。 

ただし、身体上又は精神上著しい障がいがあるために常時の介護を必要とし、かつ居住においてこれを受ける

ことができず、また受けることが困難と認められる方は申込みできません。 

なお、鞍手町には単身専用住宅はありませんので、一般住宅への入居となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 申込者本人が 60歳以上の方 

② 身体障害者手帳の交付を受けた方で、身体上の障がいの程度が、１級から４級の方 

③ 療育手帳の交付を受けている A1から A3、B1・B2の方で、入居後に常時の相談対応等の居住支援 

体制が整っている方（居住支援体制について関係機関からの証明書が必要です。） 

④ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている 1級から 3級（または、医師がそれに相当する程度と 

証明）の方で、入居後に常時の相談対応等の居住支援体制が整っている方（居住支援体制について、 

関係機関からの証明が必要になります。）ただし、3級で介護が必要でない場合は、そのことについて 

市町村・医師等の証明がある方 

⑤ 戦傷病者手帳の交付を受けた方で、身体上の障害の程度が恩給法別表の特別項症から第 6項症まで 

又は第 1款症の方 

⑥ 原子爆弾の被害者で医療給付について、厚生労働大臣の認定を受けている方 

⑦ 生活保護を受けている方（生活保護法第 6条第 1項に規定する被保護者） 

⑧ 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して 5年を経過していない方 

⑨ ハンセン病療養所入所者等（★） 

⑩ D V被害者（配偶者（婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む）から 

の暴力による被害者）で配偶者暴力支援センターまたは婦人保護施設において保護を受けてから 5年 

以内の方もしくは配偶者に対し裁判所から接近禁止命令または退去命令が出された後 5年以内の方 

 

★ ハンセン病療養所入所者等は次に該当される方です。 

「らい予防法の廃止に関する法律」により「らい予防法」が廃止されるまでの間（平成 8 年 3 月 31 日まで

の間）に、国立ハンセン病療養所その他の厚生労働大臣が定めるハンセン病療養所に入所した方。 
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⑤月間所得額の計算方法 

 

※月額所得額が１５８,０００円を超える場合は失格となります。 
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